
　
こ
の
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
と
は
、
ど
の
よ
う
な
制

度
で
す
か
。

　　
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
）

と
は
、
町
が
行
う
い
ろ
い
ろ
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
で
あ
る
住
民
基
本

台
帳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
り
、

氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
・
住
所
の

４
つ
の
情
報
、
そ
し
て
住
民
票
コ
ー

ド
と
こ
れ
ら
の
変
更
情
報
に
よ
っ
て
、

全
国
共
通
の
本
人
確
認
を
行
う
た
め

の
地
方
公
共
団
体
共
同
の
シ
ス
テ
ム

で
す
。
こ
の
制
度
が
始
ま
る
こ
と
に

よ
り
、
町
民
負
担
の
軽
減
と
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、
国
、
地
方
公
共
団
体
を

通
じ
た
行
政
改
革
に
つ
な
が
り
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
　
市
町
村
に
お
い
て
、

住
民
の
居
住
関
係
の
公
証
（
住
民
票

の
写
し
の
交
付
な
ど
）
、
選
挙
人
名

簿
の
登
録
、
そ
の
他
の
住
民
に
関
す

る
事
務
処
理
の
基
礎
と
な
る
台
帳
。

　
８
月
５
日
よ
り
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
運
用

が
開
始
さ
れ
ま
す
。
今
回
は
、
こ

の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に

ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
疑
問
点

　
住
基
ネ
ッ
ト
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

で
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま

る
ん
で
す
か
。

　
こ
れ
ま
で
、
住
民
票
の
写
し
を
取

る
た
め
に
仕
事
を
休
ん
で
い
た
人
も
、

休
憩
時
間
等
に
勤
務
先
の
最
寄
り
の

役
場
に
行
け
る
の
で
、
休
み
を
取
る

必
要
は
な
い
で
す
ね
。

　
テ
レ
ビ
・
新
聞
等
の
報
道
で
個
人

の
情
報
が
漏
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
声
が
あ
り
ま
す
が
、
心
配
は
な

い
の
で
す
か
。

　
住
基
ネ
ッ
ト
は
、
住
民
の
大
切
な

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
、

個
人
情
報
の
保
護
を
最
も
重
要
な
課

　
今
年
の
８
月
５
日
か
ら
始
ま
る
第

１
次
サ
ー
ビ
ス
と
、
来
年
の
８
月
か

ら
始
ま
る
第
２
次
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り

ま
す
。

　
第
１
次
サ
ー
ビ
ス
は
、
各
市
町
村

が
持
っ
て
い
る
住
民
情
報
の
う
ち
本

人
確
認
情
報
を
行
政
機
関
へ
提
供
し

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
、

年
金
等
の
給
付
に
関
す
る
証
明
（
現

況
届
等
）
、
資
格
取
得
の
際
に
必
要

だ
っ
た
住
民
票
の
写
し
の
提
出
が
不

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
役

場
に
来
て
証
明
を
も
ら
っ
た
り
、
住

民
票
の
写
し
を
取
ら
ず
に
済
む
よ
う

に
な
り
ま
す
。
（
事
務
に
よ
っ
て
開

始
時
期
が
異
な
り
ま
す
。
）

　
第
２
次
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
住
民
票

の
写
し
が
全
国
ど
こ
で
も
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
引
越
し
の
際
、
転
出
届
を
郵
送
す

れ
ば
、
転
出
証
明
書
を
も
ら
う
必
要

は
な
く
、
転
入
先
の
役
場
に
行
く
だ

け
で
手
続
が
済
む
等
、
利
用
者
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

 
 

ま
た
、
希
望
に
よ
り
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
が
発
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の

カ
ー
ド
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

引
越
し
の
際
の
手
続
の
簡
略
化
、
他

の
市
町
村
で
住
民
票
の
写
し
の
交
付

を
受
け
る
場
合
や
、
行
政
機
関
な
ど

に
申
請
・
届
出
を
す
る
場
合
、
確
実

に
本
人
の
確
認
が
で
き
る
た
め
、
窓

口
事
務
も
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
、
待

ち
時
間
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

題
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
個
人

情
報
の
保
護
の
為
に
次
の
よ
う
な
対

策
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　
制
度
面
で
は
、
記
録
す
る
情
報
を

「
本
人
確
認
情
報
（
氏
名
、
生
年
月

日
、
性
別
、
住
所
、
住
民
票
コ
ー
ド
、

こ
れ
ら
の
変
更
情
報
）
」
に
限
定
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
民
間
で
の
住
民

票
コ
ー
ド
の
利
用
を
法
律
で
禁
止
し

て
い
ま
す
。

　
技
術
面
で
は
、
安
全
性
の
高
い
専

用
回
線
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、

通
信
デ
ー
タ
を
暗
号
化
す
る
こ
と
に

よ
り
情
報
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
ま

す
。

　
こ
ん
な
に
多
く
の
対
策
が
取
ら
れ

て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
れ
で
安
心
し

ま
し
た
。
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
私
た
ち
町
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

住民票コードとは

・平成１４年８月５日以降，個人ごとの住民票に新たに住民票コードが記載され

ます。

・住民基本台帳ネットワークシステムから行政機関へ提供する本人確認情報は，

法律により４情報（氏名・生年月日・性別・住所），住民票コードとこれらの変

更情報に限定され，また，行政機関の利用できる事務についても，法律で具体的

に規定されています。

・住民票コードを民間が使用することは，法律で禁止されています。

・住民票コードは，市町村へ申し出ることにより変更できます。

　
住
民
票
コ
ー
ド
は
、
８
月

５
日
以
降
町
民
の
皆
さ
ん
に

通
知
し
ま
す
。
通
知
さ
れ
た

住
民
票
コ
ー
ド
は
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

８
月
５
日
ス
タ
ー
ト

21
世
紀
に
お
け
る
行
政
情
報
化
の
社
会
基
盤
の
確
立


